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令和７年度 
（第７事業年度） 

 
 
 
 

事 業 報 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自：令和 7年４月１日 
至：令和 8年３月３１日 

 

公益財団法人アイネット地域振興財団 
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Ⅰ．法人の概況 

１．設立年月日  平成３１年３月１日 
 

２．定款に定める目的 
この法人は、日本の経済・社会構造や財政基盤が変わりつつある中で、市民等が展開する社会

に貢献する活動、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動の重要性に鑑み、それらの
活動を行う団体等を支援・助成又は評価・顕彰し、それらの活動をより健全により広範に発展、
持続させ、神奈川県における公益を増進させることを目的とする 

 

３．定款に定める事業内容 
(1) 子ども・青少年の健全な育成、教育・スポーツ等を通じた心身の健全な発展、公衆衛生の

向上、環境保全・整備、地域社会の健全な発展に関する活動を行う団体等の持続性やその
活動を支援・助成または評価・顕彰する事業 

(2) その他公益目的を達成するために必要な事業 
※(1)の内、評価・顕彰事業は当期においては未実施 
 

４．所管官庁に関する事項 
神奈川県 総務局組織人材部文書課 公益・宗教法人グループ 

 

５．主たる事務所の状況 
横浜市西区みなとみらい二丁目 2番１号 横浜ランドマークタワー39階 

 

６．役員等に関する事項 
(1)理事・監事 

役   職 氏 名 区 分 現 職 
代表理事 佐伯 友道 非常勤 ㈱アイネット 代表取締役兼社長執行

役員 
理   事 今井 克幸 非常勤 ㈱アイネット 取締役兼常務執行役員 
理   事 熊田 恒雄 非常勤 ㈱日本アシスト 相談役 

理   事 坂井 雅幸 非常勤 認定特定非営利活動法人神奈川子ども
未来ファンド 理事長 

理   事 萩原なつ子 非常勤 独立行政法人国立女性教育会館 理事
長  
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特定非営利活動法人日本NPOセンタ
ー 理事 

理  事 森田 恵 非常勤 明治学院大学ボランティアセンター 
ボランティアコーディネーター 

    

 

役   職 氏 名 区 分 現 職 
監   事 手塚 明美 非常勤 認定特定非営利活動法人藤沢市民活動

推進機構 理事長 
監   事 桐澤 寛興 非常勤 響き税理士法人 代表社員・税理士 

（令和 8年 3月 31日現在） 
(2)評議員 

役   職 氏 名 区 分 現 職 
評 議 員 中條 祐介 非常勤 公立大学法人横浜市立大学 

理事・副学長 
評 議 員 水田 秀子 非常勤 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 理事 
評 議 員 鈴木 紀子 非常勤 日本女子大学 

現代女性キャリア研究所 客員研究員 
㈱アイネット 社外取締役 

評 議 員 吉原 直樹 非常勤 株式会社アルテ ジェネシス 代表取締
役会長 

評 議 員 臼井 正樹 非常勤 神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 
評 議 員 石橋 一央 非常勤 ㈱アイネット 執行役員総務人事本部

長 
（令和８年 3月31日現在） 

 
７．職員に関する事項 

職員（出向職員）2名。 
 
８．許認可に関する事項 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 事業の概況 
１． 事業の実施状況 

当法人として 7回目となる『2025年度助成プログラム』（令和６年 12月 1日募集開
始、令和 7年 2月９日募集締切）においては、88団体から総額 16,514,452円の応募を
いただき、令和７年 4月 16日開催の選考委員会で候補先を選定し、同年 5月21日開
催の通常理事会に諮った結果、35団体を採択し、同年 6月末日に助成金（総額
9,030,408円）を交付した。その後、10月末迄に中間報告書を提出いただき、並行して
助成先団体を個別訪問、活動現場の見学と代表者へ課題対応状況などのヒアリングを実
施した。 
また、2026年 3月 18日(木)には、助成先団体の共通課題である「広報力の向上」の

解決に向けた施策として、講演会・団体交流イベントを株式会社アイネット本社内会議
室にて開催。当日は助成団体 24団体の 28名と、その他 4名、財団関係者（役員他）
15名に参加いただいた。 
交流会では、参加いただいた全団体の皆様から団体紹介をいただき、主催者、参加者と
もに学び多い講演会・交流会となった。 

 
８回目に当たる『2026年度助成プログラム』は令和８年 6月末の交付（助成枠

1,000万円）を目指し、令和７年 10月に募集要項等を固め、選考委員会の検討を経て
臨時理事会に諮り承認された。令和 7年12月 1日より募集を開始し、令和 8年１月３
１日に締め切った。その結果、昨年度を上回る、応募総数 90件、応募総額 27,662,207
円となり、財団設立来、応募総数、応募総額いずれも、過去最高となった。 
期末日現在、事務局ならびに選考委員の書類選考中である。 
 
なお、昨年 10月 6日に開催されました臨時理事会で決議したOFI・01株式会社によ
る株式会社アイネットの株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）
に応じたことにより、当財団所有の同社株式は、一部の株式を除き、当事業年度にお
いて現金化（250,000株 632,500,000円）されております。 
 

 
２． 重要な契約に関する事項 

該当事項はありません。 
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３． 会議に関する事項 

(1)評議員会 
開催日 決議事項等 結果 

7.6.12定時 決1：令和6年度事業報告・決算承認の
件 
報１：代表理事の職務執行状況報告 

出席評議員6名 
出席評議員 6 名全員賛
成し、原案通り可決承認 
 

７.10.27 臨
時 

決１：株式会社アイネットの株式に対
する公開買付けへの応募の件  

評議員全員の電磁的記
録による同意により原
案通り可決承認 
（決議の省略） 
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(2)理事会 

開催日 決議事項等 結果 
7.5.21通常 
 

決１：令和6年度事業報告・決算承認
の件 

出席理事５名 
欠席理事1名 
出席監事2名 
欠席監事1名 
出席理事５名全員賛成
異議なく、原案通り可
決承認 
 

決２：令和７年度助成プログラム 
助成先決定に関する件 
 
決３：定時評議員会の日時及び場所
並びに目的である事項等の件 

決４：株式会社アイネットより寄附
を受けることの承認の件 
報１：代表理事の職務執行状況報告 

 

 
7.6.19臨時 決１：株式会社アイネット株式に係

る議決権行使に関する件 
 

理事全員の電磁的記録
による同意ならびに監
事全員の電磁的記録に
よる異議ない旨の意思
表示により原案通り可
決承認 
（決議の省略） 
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開催日 決議事項等 結果 

7.10.6臨時 決１：2026 年度 助成プログラ
ム募集要項等承認の件 

出席理事6名 
出席監事２名 
出席理事６名全員賛
成、出席監事２名異議
なく、原案通り可決承
認 

決2：株式会社アイネットの株式
に対する公開買付けへの応募の
件 
 
決３：臨時評議員会開催の件 
 
 

 

 

7.3.12通常 
 

決１：第8期事業計画及び収支予算
承認の件 
決２：財産管理・運用規程改訂の
件 
決３：財産運用方針の件 
報１：代表理事の職務執行状況報告 

出席理事5名 
欠席理事1名 
出席監事２名 
出席理事 5 名全員賛
成、出席監事２名異議
なく、原案通り可決承
認 
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(3)選考委員会 

開催日 決議事項等 結果 
7.4.16第１回 
 

決１：2025年度（令和７年度）助成プ
ログラム 助成先候補選考の件 

諮問結果を理事長に
報告 
最終決定は理事会承
認による 

7.9.22第２回 
 
7.9.30書面決議 
 

決１：2026年度助成プログラム募
集要項に関する検討の件 
  

諮問結果を理事長に
報告 
最終決定は理事会承
認による 
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４．収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移 

（単位：円） 
事 業 年 度 令和７年３月期（前期） 令和８年 3月期（当期） 
前期繰越正
味 財 産 

621,726,243 572,685,350 

当期収益額 △27,276,355 219,907,622 
当期費用額 21,764,538 18,940,313 
当期正味財
産 増 減 額 

△49,040,893 200,967,309 

次期繰越正
味 財 産 

572,685,350 773,652,659 

資 産 合 計 573,238,987 774,160,176 
負 債 合 計 553,637 507,517 
正 味 財 産 572,685,350 773,652,659 

 
Ⅲ 法人の課題 

① 公益財団法人として事務管理体制の強化、財務基盤の強化および運営基盤の確立 
② 8回目になる助成事業の円滑運営と公正な採択 
③ 助成団体や会員との連携強化及びプレゼンス向上 

 
Ⅳ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

該当事項はありません。 
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           令和 7年度（第 7期事業年度） 
             事業報告の附属明細書 
      （自：令和 7年４月１日 至：令和 8年３月３１日） 
 
 第 7期事業報告に追加して補足すべき重要な事項はないので、附属明細書は作成していな
い。  


